
 

3.3 国民・社会の要請に応えるための建築分野の取り組み 

（建築研究部長 五條 渉） 

 

皆さん、おはようございます。 

 いまご紹介いただきました建築研究部長の

五條でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

―スライド（発表の構成）― 

私からは国民・社会の要請に応えるための取

り組みということで、私ども建築研究部がどの

ような活動をしているかということについて

のご紹介をさせていただきます。 

 まず、我々の使命について簡単にご説明した

後、我々はいろいろなことをやっているわけで

すけれども、最近やっております主要な活動に

ついて、ここに書かれているような項目・順番

に従いまして、いくつかをご紹介するという形

でのご説明にさせていただこうと思います。 

 

―スライド（１．建築研究部の使命）― 

 まず、我々は国民社会のニーズに応えて、先

ほどの用語で言うと防災・減災の取り組みがメ

インですけれども、その他いろいろ、快適性の

確保等、あるいはここには書いてございません

がメンテナンスとか、地球環境とかいろいろな

問題への取り組みもやっております。 

 具体的には研究所の本分でありますいろいろ

なニーズに基づく調査研究をやらせていただい

ているのはもちろんでございますが、その知見

を活かして建築基準法などの技術基準の原案を

作成するということが、我々の一番大事な業務

になっております。 

 それから技術基準を実際に法令として作って

いくのは国土交通省本省の行政部局の役割でご

ざいますが、そういったものができた後にいろ
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いろな指針を作ったり、技術指導をしたりとい

うことで、技術指導の円滑な運用を図っていく、

そういった役割も我々が担っております。 

 それから広く言えば上の調査研究に含まれま

すが、事故や災害が起きたときにいろいろな調

査研究をしたり、技術的な支援をしたりという

ようなことも行っております。 

 

―スライド（２．安全・安心の確保のための研

究）― 

最初に、安全・安心確保のための研究という

ことで、東日本大震災で建築物に関してもいろ

いろな被害が生じて、いろいろな課題が明らか

になりましたが、それについての対応について、

いくつか事例をご紹介させていただきたいと思

います。 

 まず、津波の問題です。津波は建築物に大変

な被害を与えました。津波の被災地の調査、ど

んな力が働いて、流れてしまった建物、それか

ら残っている建物、いろいろございましたが、

そういったものを調べまして、津波の力として

どういうものを想定すればいいか、それに対し

て建築物が耐えるためにはどういう設計をして

いけばいいかということについて検討をいたし

ました。 

 津波は建築基準法の一般的な規制の対象には

なっておりませんが、技術的な助言で設計法を

明らかにしたり、あるいは新しくできた津波防

災地域づくり法に基づく技術基準告示というも

のがございます。そういったものに我々の調べたことを反映して、基準を作らせていただきました。

それの解説とか、具体的な設計例を作って、講習会をやるというような活動もさせていただきまし

て、現在それに基づいて津波の避難ビルなどの設計ができるようになっております。 
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―スライド（２．安全・安心の確保のための研

究 b）地震被害を踏まえた・・）― 

 それから、天井の脱落というものが非常に目

立ったわけでございます。 

 

―スライド（東日本大震災での天井脱落の被害）

― 

これはちょっと詳しくご紹介いたしますが、

ここにご紹介したような天井の脱落の被害が多

数発生いたしまして、残念ながら５名の方が亡

くなるというような被害もございました。 

 ただ、本当はもっと大惨事になってもおかし

くないような状況でございましたので、我々と

してはこの対策をしなければいけないというこ

とで取組みを行いました。これまでの建築基準

法では、天井が地震のときに落ちてはいけない

という精神的な規定はあったのですけれども、

具体的にそれをどうやって実現すればいいかと

いう基準はございませんでした。 

 

―スライド（基準原案策定のための研究）― 

 平成 23 年度から３年間をかけまして、どうい

うことをすれば脱落が防止できるとかというこ

との検討をいたしまして、技術基準の原案とい

うものを取りまとめました。 

 

―スライド（新築建築物等に対して技術基準へ

の適合を義務付け）― 

 それについて、昨年の７月～８月にかけて政

令と告示が公布されまして、今年の４月に実際

に適用になっております。具体的な対象は天井

の床からの高さが６m を超える、それから 200m2

を超えるというようなある程度の規模の天井

で、ちょっと書いてございませんが、ある一定

以上の重さがあるもの。そういった吊り天井と

いうものが規制対象となっております。 
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 具体的な設計基準による仕様ルートと呼ばれている基準を作るのとともに、構造計算で安全性を

確かめるというようなことも可能にしております。あと特殊なものについては大臣認定で対応する

という体系になっております。 

 

―スライド（【仕様ルート】による吊り天井：

部分モデル）― 

 ちょっと字が小さくて読みにくいかと思い

ますが、お手元の資料で詳しく読めると思いま

すけれども、これが仕様ルートの基準でござい

ます。いろいろなことが書いてあるので細かい

ことは省略いたしますが、これは壁などとの間

に隙間を設けて、地震のときに天井が壁に衝突

しないようなものをということで、この基準を

作っております。 

 

―スライド（天井脱落対策に係る技術基準の解

説・広報― 

 これでいまのような基準について解説を作

りまして、国総研資料の第 751 号という形で公

開しております。これは国総研のホームページ

で閲覧・ダウンロードできますのでご興味のあ

る方はぜひご覧いただきたいと思います。 

 こういったものを用いた講習会等の活動等

を実施いたしまして、基準は、今年４月から適

用になっております。ただ、先ほど申し上げた

ように、いま隙間が空いている形でしか基準がありません。隙間がないようにピッタリと壁にくっ

ついた天井も作りたいというニーズが非常に

強いことも分かりましたので、いまそういった

ものを含めた形での基準改正をやるというこ

とで、検討を続けております。 

 

―スライド（c）エスカレーター等の昇降機に

係る地震安全対策に関する検討）― 

 次にエスカレーターの話ですけれども、エス

カレーターが脱落するという被害が今回起こ

りました。これもまた非常に幸いなことに、人
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がいないときにこれが起こったので死者等が出なかったのですけれども、もし昼間人が多いときに

これが起きていたら大変なことになるということで、これも技術基準の原案を検討いたしまして、

天井と同じタイミンクで基準改正をして施行しております。 

 

―スライド（d）長周期地震動に対する建築物

の安性検証方法に関する検討）― 

 長周期地震動の問題も注目されました。長周

期地震動は、普通の建物はあまり関係がないの

ですけれども、超高層あるいは免震建築物とい

うような固有周期が長い建築物に対しては非

常に影響が大きいということです。東日本大震

災のときに遠く離れた大阪の咲洲（さきしま）

庁舎という超高層で非常に大きな共振現象が

起きて、建物が被害を受けたということがござ

いました。 

 これに基づく検討というのは、実は東日本大震災の前から大変な課題だということが分かってお

りまして検討していたのですが、大震災で得られたいろいろな情報を踏まえまして、またそれの見

直しというものを行っております。これは建築基準法の一般基準ではなくて、超高層のような建物

を個別認定するときの基準としていまやっていることを反映させる予定で、頑張っております。 

 それから大震災では液状化というものが大変な問題になりました。これもちょっといろいろ検討

したのですが、建築基準法上の一般規定にするにはなじまないということで、いろいろな情報をど

うやって評価するかというようなことを検討して、住宅性能表示制度の項目に追加するということ

になっております。これは来年の４月から適用されるということになっております。 

 以上がいくつかの事例でございますがご紹介をさせていただきました。 

 

―スライド（３．木材利用促進のための研究）

― 

 次に観点が変わりまして、木材の利用を促進

するための研究というものをご紹介させてい

ただきます。 

 

―スライド（木造 3 階建て学校の火災安全性に

関する研究）― 

 具体的には、木造の３階建ての学校を火災に

際してどういうように安全に設計するかということを検討しているわけです。これは、いま、建築

基準法では大規模な建物とか、不特定多数 
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の方が利用する特殊建築物と言われているも

のについては、非常に厳しい制限があって基本

的には木造では建てられないということにな

っております。 

 一方で、木造の建物を促進すべきだという話

がいろいろございます。これはもちろん産業の

振興になり、森を守るということはいろいろな

意味でいいことですし、地球環境、ＣＯ２排出

削減、いろいろなメリットがあるということで、

木造をどんどん使えるようにして欲しいという

ようなニーズがございます。 

 

―スライド（社会資本整備審議会・・）― 

 それで先ほどの規制を見直すということで、

社会資本整備審議会の検討を経て、我々のほう

で基準原案の策定のためのいろいろな活動をや

っております。これは我々だけではもちろんで

きませんので、国土交通省から補助事業が設け

られまして、それの事業主体と、それから独法

の建築研究所、こういった方々と一緒に活動を

しております。 

 

―スライド（３度の実大火災実験その１）― 

これはニュースになったのでご記憶の方も多

いと思いますが、実大実験、本物の学校と同じ

ような建物を建てて燃焼させるという実験を３

度やっております。これは普通にあまり工夫せ

ずに建てたらどういうように燃えるかというこ

とをやったもので、国総研の中で平成 24 年にや

りました。 

 

―スライド（３度の実大火災実験その２）― 

 次にいろいろな防火対策を講じたらどういう

ように燃えるかというような実験を、岐阜県の

下呂のほうで２年目にやりました。 
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―スライド（３度の実大火災実験その３）― 

 最後は技術的な基準をどうするかというこ

とである程度検討が進んだ段階で、それの効果

を確かめるということで３年目の実験をやり

ました。 

 

―スライド（国総研内に設置した建築防火基準

委員会・・）― 

 こういった実験の他に、もっとスケールの小

さい実験とか検討をたくさんやっております。

そういうものを取りまとめて技術基準の原案

がほぼ固まって来たということで、今年の６月

の建築基準法改正で、先ほどの木造３階建ある

いは大規模な木造を禁止しているうちで、例外

を認めるという改正がすでに法律化がなされ

ておりまして、いまそれに基づく政令とか告示

の具体的な基準を我々の方で、本省等と連携し

て作っているところでございます。 

これは間もなくパブリックコメントの手続

きを経て公布されて、来年６月から適用される

予定でございます。 

 

―スライド（４．大規模災害への備えのための

研究）― 

 続きまして、いま現在我々が行っている研究

活動の中の１つの例ということで、大規模災害

への備えということでやっているものをちょ

っと紹介させていただきます。 

 

―スライド（研究の背景）― 

 建築基準法、これは最低基準ということで、

非常に大きな災害、大地震などが来たときには、

倒壊による人命が損なわれるということを防止

するということはもちろん確保されているので

すが、一定の損傷が発生することは許容してお
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ります。ところが、東日本大震災でも数多くの庁舎とか、災害拠点になるべき建物がそういう損傷

を受けて使えなくなるということが発生いたしました。 

 それから最近、地震以外でも台風、竜巻、その他、いろいろな災害が起きておりまして、同じよ

うなことがやはり起こりうるという状況になっております。 

 

―スライド（総合技術開発プロジェクト「災害

拠点建築物の機能継続技術の開発」）― 

総合技術開発プロジェクト（総プロ）によっ

て、昨年度からこういった開発に取り組んでお

ります。 

 まず１つは津波対策ですけれども、津波の力

をまともに受けるとなかなかそれに耐える設

計をするというのは難しくなってくるわけな

ので、その津波の力をあまり受けないようにす

るということで、どういう配置とか、形状の建

物を造ればいいか、それから外装材をあえて津

波のときに外れるようにして、それであまり力

を受けなくするということができないかとい

うことで、こういった実験を含んだ開発を行っ

ております。 

 

―スライド（竜巻等による飛来物対策評価法の

開発）― 

 竜巻ですけれども、竜巻で災害拠点のような

建物自体が飛んでしまうということは多分な

いのですけれども、飛来物で窓とか外装材がや

られてそれによって被害を受けるということ

は想定されます。 

 これはアメリカなどではこういう基準とか

取り組みがなされていて、飛来物のことを英語

でミサイルということを今回初めて私は知っ

たのですけれども、そういったものの実験装置

を作って実験をやっております。その成果など

を踏まえてどうやって安全を確保するかとい

うような基準作りをやることとしています。 
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―スライド（地震動による外力を想定した技術開発(1)― 

 天井ですけれども、先ほどの基準法の最低基準の天井よりも高性能に、非常に大きな地震が来て

も大丈夫な天井を開発するということで、共振をしないような天井を設計し、振動実験をしてみる

ということをやっております。 

 

―スライド（地震動による外力を想定した技術

開発(2)― 

 普通のＲＣ造の建物というのは、いま柱と梁

で造られているものについては、先ほど申し上

げたとおり、変形してもいいということになっ

ているので、例えば梁を変形させてそれでエネ

ルギーを吸収して大地震に耐えるというよう

な設計が多いわけですけれども、そういうこと

をやりますと、やはり災害拠点の建物などでは

損傷が起きて使いにくくなるということがご

ざいます。 

 そこで、柱・梁ではなく壁ですね。これまでは非耐震的にあえて柱・梁と縁を切って作っていた

ような壁を活かして、全体的に損傷を抑制する

ような設計法を開発しようということで、いろ

いろと検討をいたしまして、実大実験でその成

果を確かめるという段階にまでいま来ており

ます。来年の１月に実験をする予定で、これは、

いまつくばのほうで建設中の試験体の写真で

ございます。 

 

―スライド（設備システムの機能維持に関する

調査研究）― 

 それから建築設備というのも非常に重要な

のは言うまでもないことでございまして、その

辺についてもいろいろ調べて災害拠点の建物

をではどういうような設備設計をすればいい

かというようなことも検討しております。 

 こういったことをまとめまして、最終的には

設計ガイドラインを取りまとめて、今後発生が

予想されるような首都直下地震等に間に合わ

せてなんとかこういった災害拠点建築の整備
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をするようにしたいというように思っております。 

 

―スライド（５．研究・知見の蓄積を生かした技術支援活動）― 

 最後は、その他のいろいろな活動をちょっとまとめてご紹介いたします。 

 

―スライド（建築関連技術基準原案の作成）― 

 最初に書いたのは、先ほどから何度か出てお

りますが、建築基準法などの技術基準の策定の

ことでございます。これについてちょっと、ど

ういう仕組みでやっているかということを改

めてご紹介をさせていただきます。 

 

―スライド（研究・知見の蓄積を生かした技術

支援活動）― 

我々、調査研究を行いまして、それを検討す

るための仕組みということで委員会を設置し

て、いろいろ学識経験者の方のご意見なども伺

いながら、あるいは民間の業界とか事業者、そ

ういった方のご意見も伺いながらいろいろ検

討をしております。 

 それから国の補助制度で、いろいろな情報と

かを集めてサポートしていただくというよう

な制度がございまして、それの窓口役のような

こともやっておりますし、あと民間からいろい

ろなご提案をいただくという仕組みもござい

ます。 

 こういったものを受けて原案を作って、先ほ

ど申し上げたようにそれの普及とか運用のた

めのいろいろな活動もやっているということ

になっております。 

 

―スライド（チャート）― 

 これはちょっとどんな方が、どういうように

関わっているかという観点で別の形で説明し

たチャートがこれでございます。 

 独法の建研とはいろいろな分野で連携して
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やっておりますが、あと大学とかいろいろな民間から様々な関与を得て、先ほどの補助金事業の中

でのいろいろな検討、それからご提案をいただいてそれに基づく検討ということをやっておりまし

て、それらを踏まえて技術基準の作成というものに取り組むということでございます。そしてその

成果を本省の住宅局で実際に技術基準にするということをやるわけですけれども、さらにその後の

いろいろなフォローアップ活動は本省と連携して我々がやるということになっております。 

  

―スライド（国際活動）― 

 それから、その他の活動として国際的な活動

もいろいろやっております。特に我々が力を入

れてやっているのがＩＳＯの関係の活動です。

ここに書いてあるようなＩＳＯの委員会に参

加して、日本の実情を無視したような変な国際

規格ができないようにということで、いろいろ

なインプットをしておりますし、あとはよりよ

いものができるように貢献したり、あるいはこ

ういったものからいろいろな情報を得て日本

国内の基準整備に活かしたりということはや

っております。 

 あとはＩＲＣＣという建築基準を作ってい

る機関の国際的な集まりにも参加して、いろい

ろな情報交換や貢献をしているというような

こともやっております。 

 

―スライド（災害調査）― 

 災害の調査もいろいろとやっていますが、い

くつかご紹介をさせていただきます。 

 まずこれは平成 24 年に起きました竜巻の被

害です。これはたまたま国総研のすぐ近くでこ

ういう被害が起こったということで、いち早く

駆けつけていろいろな調査をさせていただき

ました。先ほどのような調査研究にこの成果は

活かしております。 

            

―スライド（大雪による屋根崩落被害調査）― 

 それから今年の始めに大雪で屋根が崩落す

るということがかなりの場所で起こりました。
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これは多雪区域の対策というのは建築基準法でもいろいろとやっているのですが、多雪区域ではな

いこれまであまり大雪がなかったような地域でかなり雪が降って、しかもその後雨が降ってさらに

重くなるという現象が起きたことが分かっております。これはいまの建築基準法の基準にこれを反

映させるべく検討をしております。 

 

―スライド（大雨による土砂災害における建築

物被害調査）― 

 それから先ほどご紹介がございました８月

に起きた災害ですけれども、我々は９月に入っ

てから、少し遅れてですが、現場に行きまして、

先ほどご紹介のあった公営住宅などを調べま

した。建築基準法でも、土砂法に基づく警戒区

域に建物を建てるときの基準というものがご

ざいます。それがいまのようなものでいいの

か、何らかの見直しが必要なのかというような

ことを、こういった調査の成果を踏まえて検討をしたいと思っております。 

 

―スライド（地震による木造建築物等被害調

査）― 

 これはお手元の資料にはなくて、きょうこの

ために追加しました。先週長野県の白馬村のほ

うに行ってきまして、木造住宅がかなり全壊し

たということでこれの調査をやって、いまそれ

の取りまとめをやっておりますが、技術基準の

見直し等が必要かどうかということをこれか

らいろいろ分析していきたいと思っておりま

す。 

 

―スライド（省エネ法に基づく建築物・住宅の

省エネルギー基準の見直しの検討）― 

 最後になりますけれども、これまでは一応防

災・減災という分野での取り組みの紹介がほと

んどだったのですけれども、我々は他の分野で

もいろいろな活動をしておりまして、特に省エ

ネルギー関係の取り組みというのは我々が力

を入れてやっている分野の１つでございます。 
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 これは研究総務官からもご紹介があった話ともダブりますし、ごく簡単にスライド１枚だけで我

々もやっているのだということだけをちょっと紹介させていただきます。この後、住宅研究部長の

澤地部長のほうからこれに関しては非常に詳しい説明があると思いますので、そちらもお聞きいた

だければと思います。 

 スライドとしては以上です。我々は今ご紹介したとおり、いろいろな民間の方にご参加いただき

ながら、ある意味ではコーディネーター役を果たしながらいろいろな基準の整備をやっております。

ちょっとスライドでは触れませんでしたけれども、パブリックコメントというような手続きでいろ

いろな技術基準の原案についてご意見をいただくということもございますし、検討にご参加いただ

いたり、あとは先ほど申し上げたとおりコンタクトポイントというものでご提案をいただくという

仕組みもございます。 

 ぜひ我々の活動にご興味を持っていただいて、そういったご意見とかご提案などをどんどん寄せ

いただきますと、我々もニーズ応じた活動というものがさらに充実してやっていけることになると

思いますので、ぜひそういった面での今後のご支援とか、ご協力を賜りたいということをこの場を

お借りいたしましてお願いさせていただきます。 

 これで私の話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。 
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